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講演Ⅱ：「北海道における環境関連事業の取り組み」  

北海道経済産業局資源エネルギー環境部 

 環境・リサイクル課 課長補佐 清野 正樹 氏 

 

皆さんこんにちは．只今ご紹介いただきました北海道経

済産業局環境リサイクル課の清野と申します．本日はこの

検討会にお招きいただきまして誠にありがとうございます．

本来であれば，私どもの課長であります伊藤が出席すると

ころだったのですが，現在ベトナムに出張中でございまし

て僭越ではありますが，私が代理を務めさせていただきま

す．今回お集まりの皆様方，何某かのビジネスチャンスを

思っての集まりだと思うのですが，何かお役に立てるかわ

かりませんがよろしくお願いします．まあ，公務員の話で

すので，つまらないかと思いますが，早速説明させていた

だきます． 

本日，説明させていただくことを四つにまとめてきまし

た．まず法律関連ということで，リサイクル関連の法体系，

それと各種リサイクル法の概要を簡単にご説明いたします．

その後に Jクレジット制度というものがありますが，これ

を説明させていただきます．後，苫小牧で今動いておりま

す CCS 実証プロジェクト．これを簡単に説明させていただ

きます．最後に当局が行っている環境関連事業の取り組み

について説明させていただきたいと思います．それでは早

速説明いたします． 

まずは法体系なのですが，一番上にあるとおり，大量生

産・大量消費・大量廃棄型社会からの脱却ということで，

循環型社会をつくっていきましょうと法律がいろいろとで

きております．平たく言えば，ゴミを減らしながら継続す

る経済システムをつくっていきましょうということです．

一番上の循環型社会形成推進基本法，これは環境基本法の

理念に基づいて，国や地方公共団体，事業者さん，それか

ら国民の責務を定めたというものです．循環型社会の形成

の中に基本項目をつくっただけの法律です．その次にあり

ますのが，廃棄物処理法ということで，廃棄物処理法とは

皆さんご存じの通り，ゴミの適正な処理の法律で，ゴミの

処理のルールや業務，仕事としてやる方の収集運搬業等の

許可に関する法律が廃棄物処理法です．もう一つの右の方

の資源有効利用促進法．これはリサイクルの推進全般なの

ですが，皆さんの身近な所では識別マークがそれでして，

例えば醤油とかジュース，お酒のペットボトルに PET のマ
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ており，社名を変えました．川添社長は美容業界で起業し

たいという夢を持って働いていたらしいのですが，ご兄弟

がいらして，確か弟さんだと思うのですが，家業を引き継

ぐことになっていたらしいのですが，ご兄弟に不幸があり

急遽川添さんがお父さんの要請を受けて，この業界に引き

込まれた経緯があります．最初の内は女性が活躍できる業

界ではなかったので，いろいろな嫌がらせもされたそうで

すが，そうした中，もともと大規模施設があるわけでは無

く，歴史も長くない会社なのでどう勝ち残っていくか考え

て，この社長は美容業界からの転身なので，美容業界は女

性を美しくするために，化粧品などをいろいろなメーカー

の中からその人に合うようにカスタマイズしていく仕事ら

しく，その考え方を基本に廃棄物処理に生かそうと考え，

環境対策コンサルティング事業を 10 数年前から手がけて

います．内容的には廃棄物の一元管理から CO2 削減，省エ

ネ対策，CSR，ブランド作りなど様々なことをやっていまし

て，全国の優良な処理業者と連携して，クライアントは九

州から日本全国まであるそうです．こちらは先ほどの甲陽

興産と違い，コンサルティングを事業の柱としています．

環境ビジネスは女性が活躍しづらい環境ですが，女性リー

ダーとして活躍しています．この方は，持続可能な未来環

境を作るには，女性の視点やバランス感覚も必要なのでは

ないかとおっしゃっています．社員には元々自分が美容業

界で起業を目指していたので，起業家を目指してもらいた

いと，自分の会社も分社化していきたいとおっしゃってい

ます． 

まあ，以上が循環ビジネスのこれからの時代を担う会社で

す． 

最後，飛ばした小型家電リサイクルなのですが，今日お

配りした新聞にアビヅという愛知県の会社を取り上げた記

事が載っております．アビヅに関して，読んでいただけれ

ばわかるかと思います． 

リテームやスズトクホールディングスも，元々の施設を

上手く使って，小型家電リサイクルを事業化しています．

今，非常に問題点としては，自治体と事業者の意識の違い

があり，自治体は何でも有用金属以外のものも有価で買っ

て欲しいと，事業者は，有用金属の少ない物は処理費をも

らって引き受けたいと，市場に左右されない事業なので，

資源価格に左右されない体制作りを考えなくてはいけない

と，そのためには今後国の自治体，認定事業者に向けた優

遇施策なども考えていかなければならないかと思います． 

最後に，環境ビジネスのポイントとしては，国や行政の政

策動向や狙いをきちんと把握すると，自治体，地域のニー

ズをうまくくみ取り，自社の強みと弱みを正しく分析し，

情報収集を徹底すると，というのが基本かなと，後，業界

の会合のほか，最近は Facebook など SNS を活用してネット

ワークを構築して，いろいろな事業展開をしている企業や

グループも見られますので活用するのもいいかと思います．

環境新聞の Facebook もそれに貢献できるにはまだまだか

と思いますが，これから目指していきたいと思います．今

後環境ビジネスはかなり成長の余地は大きいのでは無いか

と思っております．雑ぱくですが，私の話はこれで終わり

にしたいと思います． 

ご静聴ありがとうございました． 
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例えば醤油とかジュース，お酒のペットボトルに PET のマ

ークがついていますが，それやスチール缶，アルミ缶，紙

やプラスティックのマークをご存じかと思いますが，これ

らを定めているのが資源有効利用促進法です．そのほかに

個別のリサイクル法がたくさんありまして，容器包装リサ

イクル法，家電リサイクル法，建設資源リサイクル法，食

品リサイクル法，自動車リサイクル法，先ほど黒岩さんか

ら説明していただきました，小型家電リサイクル法という

のが，今年２５年の４月１日から施行になっています．こ

の各種リサイクル法のうち私どもが所管しているのが，容

器包装リサイクル法，家電リサイクル法，自動車リサイク

ル法です．おのおのの法律ですが，容器包装リサイクル法

とは，いろいろな容器がある中で，ガラス容器，ペットボ

トル，紙製容器，プラの包装，スチロールのトレイ，それ

をリサイクルしましょうということで，流れとしては消費

者の方が，分別して出し市町村が集めて，集めたゴミをリ

サイクル業者に持って行ってリサイクルしてもらうのです

が，その時に指定業者が容器包装リサイクル法と契約して，

適切にゴミを処理するという流れです．処理のお金はだれ

が払うかというと，容器を作った人もしくは容器を使って

物を売っている人が費用を払うことになっています．ただ

し全員が払わなくてはだめかというと小規模事業者さんは

それを払わなくても良いです．製造業でしたら２億４千万

より売上が少なく，従業員が２０人以下だと特定事業者に

はならない，ようするにお金を払わなくても良い．それか

らサービス業，小売業ですと７千万円以下，従業員が５人

以下ですとこの特定事業者にはならず，お金を払わなくて

良いです．実は特定事業者さんがお金を払ってない方が結

構いまして，毎年調べて立ち入り検査をしているのが実態

です．立ち入りしまして，これだけのゴミを出しているの

でお支払いくださいとお願いしています．ちなみに生活系

のゴミの６０％は容器包装のゴミが占めていまして，法律

が出来てから動き出したのが現状です．元々は最終処分場

がもう何年か分しかなく，それでいろいろ各種リサイクル

法が出来ていったのが実態です．次に家電リサイクル法な

のですが，対象が決まっていましてエアコン・テレビ・冷

蔵庫，洗濯機，この四つのものがリサイクル法です．昔は

山などにテレビや冷蔵庫が投げてあったのですが，冷蔵庫

やエアコンに含まれているフロンガスがオゾンホールを作

っていることがわかりまして，これはきちんとリサイクル

しなくてはならないということで，不法投棄と合わせてそ

れを減らすために動き出したリサイクル法です．これは捨

てるときにリサイクル料金を支払いますが，例えば小売店

に支払ったりして，リサイクル料金を支払うのですが，だ

いたい３から４千円とかその程度のお金ですが，物によっ

て金額が決まっています．流れとしては一般家庭から小売

店にいって，そして指定引取場所に行きリサイクルプラン

トに行き処理されています．お金は家電リサイクル券セン

ターにいって，そこから手数料が入る流れになっています．

次に自動車リサイクル法，これは車検の時に皆さんが一回

目の時に支払う，もしくは新車購入の時に支払うというも

のです．リサイクル料金は前払い方式ですので，お金はき

ちんと管理されておりまして，廃車そのものは引取業者に

行って，解体業者に行ってフロン類を回収し，破砕業者に

行き，シュレッダーになってリサイクルされます．リサイ

クルのお金なのですが，リサイクル促進センターできちん

と管理しております．それからお金と車のデータも全市場

で全部コントロールされています．自動車リサイクル料金

を払っていない車は世の中には無いはずです．車検の時に

も確認されますのでそういうことになっています．ちなみ

に法律が出来たときには私が担当だったのですが，皆さん

からご質問いただいたのは，どうせ経済産業省は天下りし

ているだろうと言われたのですが，ここには誰も行ってま

せんのでご承知おき下さい．このリサイクル料金は一部余

ります．海外に輸出された車はリサイクル料金が請求され

ずそのまま残ります．そのお金をどう使うかというと離島

対策や不法投棄になった時に使われています．例えば奥尻

島で車を買う人というのは，買うときは運賃かかりますが，

捨てるときは運賃がかからないのでその時使っています．

解体業者が今取り組んでいるのは，最近ハイブリッドが出

てきたので，ハイブリッド車の解体の勉強を一生懸命やっ

ているところであります．これがだいたいの自動車リサイ

クルの流れです． 

続きまして，二つ目の J-クレジット制度．これは皆さん

なじみがないと思いますが，一番上の真ん中に書いてあり

ます，国内クレジット制度，それから J-VER 制度がありま

した．国内クレジット制度というのは経済産業省がやって

いた制度です．J-VER 制度は環境省でやっていたものです

が，似ているけどちょっと違うと，それでばらばらに動い

ていたので今年から一本化しまして J-クレジット制度に

なりました．これは一体何なのかと言いますと，まず国内

クレジットから簡単に説明しますと，中小企業さんがヒー

トポンプやバイオマスボイラーで二酸化炭素を少なくした

分，これを大手企業さんが二酸化炭素を減らす自主行動計

画を立てて，自分のところでまかないきれない分を中小企

業さんが減らした二酸化炭素の分を買い取るという制度で，

これが国内クレジット制度です．J-VER も似ているのです

が，そういう制度があります．それで一本化したのですが，

皆さんなかなかわかりにくいので，メリットを簡単に説明

しますとやっている実施者の人方は，お金で買ってくれる

ので売却益が出る．それから省エネによるランニングコス

トの低減になる．PR 効果もある．これがだいたいのメリッ

トです．買った側は低酸素社会の目標達成が出来るとか，

PR 効果，ブランド力のアップなど，それから省エネ法と温

対法という法律がありますが，その法律の報告にも使われ

ている．このわかりにくい制度がなぜできたのかというと，

１９９７年に京都議定書と皆さん聞いたことあると思いま
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すがＣＯＰ３というのがありまして，温室効果ガスを減ら

す義務が発生しました．日本は減らす期間が１９９０年か

ら２０１２年まで６％減らすというのを会議でのまされま

した．EU は８％，アメリカは７％，途上国は減らす義務を

負わなかった．アメリカは同意したが，発展途上国が義務

量ゼロなのに変じゃないかとなりまして，批准しないと結

局，アメリカは何もしていない．日本企業は真面目に６％

下げる努力をして，国内では達成できなかったので，海外

の二酸化炭素が減った分を大手企業さんがお金を払って買

って達成しました．ところが日本企業から８千億円ぐらい

海外に流れていった．そのうちの全世界の７割が中国に集

中してしまい，そのほかにも４千億円くらい手数料が中国

に入っているのが実態です．そのお金を支払っている大企

業の皆さんにしてみたら，結局お金が海外に流れていくだ

けで良いこと無いでは無いかとなり，では国内でお金が廻

るようにしましょうとなり，出来たのがこの国内クレジッ

ト制度です．要は先ほど説明したとおり海外から買うので

は無く，国内の中小企業さんががんばって減らした二酸化

炭素の分を買って国内でお金を廻るようにしましょうと，

というのができた背景です．ＣＯＰ３京都議定書の第二約

束期間というのが２０１３年，今年から２０２０年までな

のですが，その期間，日本は入らないと言い切っています．

ちなみに今年の J-クレジット制度で活用しているのは，洞

爺湖のお祭で使っています．これは珍しいパターンなので

すが，洞爺湖で行ういろいろなお祭で発生する二酸化炭素

分を北海道の企業さんが買ってやっている．こういったま

とめた使い方はこれがはじめてです． 

三つ目は苫小牧でやっています CCS 実証プロジェクト．

CCS とはカーボンダイオキサイドキャプチャーアンドスト

レージ．二酸化炭素を捕まえて貯留しますという略です．

これは日本で初めてなのですが，苫小牧沖が選ばれて動い

ています．ボーリングで掘って，砂岩とかの隙間にある貯

留層に二酸化炭素を入れて，その上に遮蔽層の下に閉じ込

める．圧入井を今，二本掘っていて滝ノ上層と萌別層，観

測するための井を滝ノ上，萌別，CCS-1 と三つ掘っていま

す．今やっているのが，OBC というケーブルなのですが，

海底受信ケーブルを掘削し終わっています．OBS という地

震計も入れています．これが断面図なのですが，まっすぐ

から斜めに掘っています．二本入れて掘っています．結局，

ここが砂岩の遮蔽層で，ここで処理をして上で重しをかぶ

せる感じで，簡素ですが，これが断面図です．スケジュー

ルなのですが，これは去年から動き出しまして今年度は地

震計などを設置したところです．２７年までに設備をほぼ

完成させて，後半に試運転し，２８年には運転，圧入，観

測となります．その後は，平成３２年から実用化を目指す

スケジュールになっています．苫小牧で今，こういうこと

が行われています． 

最後に四つ目なのですが，当局の環境関連事業への取り

組みということでそのうちの一つ目，企業連携というのを

今，支援しております．この四つの会社さんの技術を取り

入れてやっております．今金町の今岡建機さん，新ひだか

町の静内衛生社さん，帯広のアクトさん，中標津のたすく

さん，この四つの企業の技術を組み合わせて，高効率，低

コスト，省スペースの排水ユニットを試作開発しておりま

す．道庁系の北海道中小企業総合支援センターさんから事

業費をいただいて動いておりまして，北海道大学，産業技

術総合研究所，道立総合研究所機構の指導を受けながら，

芦別にあります，ジンギスカンやしゃぶしゃぶのたれで有

名なソラチさん，ソラチ芦別工場の排水をお借りして，今

現地で実証実験を行っているところであります．次に海外

展開支援の説明ですが，今まさにうちの伊藤課長，担当係

長が同行して行っていますが，ベトナムで開催されていま

すベトウォーター２０１３という展示会に今出展しており

ます．道内の水処理企業１０社で投資ミッションを派遣中

です．向こうで展示会に行くだけでは無くて，一番初めに

政府関係機関に会い，向こうの環境関連業界，それから企

業さんと交流を図り，事業展開の可能性調査を行っており

ます．その足で１６から１８まで，今日が最終日なのです

が，ビジネスマッチングと展示会を今，鋭意やっていると

ころでございます．これの結果はまたのちほど，どこかで

ご報告いたします．ちなみにベトナムはどのような国かと

言うと，人口はだいだい８９００万．社会主義ですが親日

で，日本との関係は経済連携協定が２００９年に結ばれて，

今年の７月に二国間クレジット，後で説明しますが結んで

おります．ベトナムからの対日輸出は，去年一年間で１３

０億，輸入が１１６億ということで品目的には原油とか鋼

製品が輸出している国となっています．日本からは機械と

か，機械部品．パソコン，電子機器，鉄鋼が主な輸出品目

になっています．これが海外展開です．三つ目としまして，

個別企業の技術力強化の底上げということで，全部では無

いのですが私どもの課がサポートし，いろいろと行ってい

る事業の一覧でございます．一番上が，ものづくり補助金

というものなのですが，これ２４年度補正と書いています

が，今動いている事業でして，全国で一万社が採択になり，

北海道が１８８社採択になり，そのうち環境関連がこの７

つが採択されました．アクトさん，角川建設さん，寿産業

さん，静内衛生社さん，高橋組さん，十勝バイオ環境さん，

バイオマスソリューションズさん．その二つ目なんですが，

これは２４年から２６年まで三カ年事業なのですが，野村

興産でやっています戦略的基盤技術高度化支援事業，サポ

ートインダストリィというやつなのですが，これが今動い

ております．これは事業者さんが野村興産で，事業管理者

が北見工業技術センターさんが行っています．三つ目がグ

ローバル技術連携支援事業というもので，これも三カ年で

中標津のたすくさんとリードネットが行っている事業で，

これも後ほど詳しく説明いたします．それからその下，貿
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すがＣＯＰ３というのがありまして，温室効果ガスを減ら

す義務が発生しました．日本は減らす期間が１９９０年か

ら２０１２年まで６％減らすというのを会議でのまされま

した．EU は８％，アメリカは７％，途上国は減らす義務を

負わなかった．アメリカは同意したが，発展途上国が義務

量ゼロなのに変じゃないかとなりまして，批准しないと結

局，アメリカは何もしていない．日本企業は真面目に６％

下げる努力をして，国内では達成できなかったので，海外

の二酸化炭素が減った分を大手企業さんがお金を払って買

って達成しました．ところが日本企業から８千億円ぐらい

海外に流れていった．そのうちの全世界の７割が中国に集

中してしまい，そのほかにも４千億円くらい手数料が中国

に入っているのが実態です．そのお金を支払っている大企

業の皆さんにしてみたら，結局お金が海外に流れていくだ

けで良いこと無いでは無いかとなり，では国内でお金が廻

るようにしましょうとなり，出来たのがこの国内クレジッ

ト制度です．要は先ほど説明したとおり海外から買うので

は無く，国内の中小企業さんががんばって減らした二酸化

炭素の分を買って国内でお金を廻るようにしましょうと，

というのができた背景です．ＣＯＰ３京都議定書の第二約

束期間というのが２０１３年，今年から２０２０年までな

のですが，その期間，日本は入らないと言い切っています．

ちなみに今年の J-クレジット制度で活用しているのは，洞

爺湖のお祭で使っています．これは珍しいパターンなので

すが，洞爺湖で行ういろいろなお祭で発生する二酸化炭素

分を北海道の企業さんが買ってやっている．こういったま

とめた使い方はこれがはじめてです． 

三つ目は苫小牧でやっています CCS 実証プロジェクト．

CCS とはカーボンダイオキサイドキャプチャーアンドスト

レージ．二酸化炭素を捕まえて貯留しますという略です．

これは日本で初めてなのですが，苫小牧沖が選ばれて動い

ています．ボーリングで掘って，砂岩とかの隙間にある貯

留層に二酸化炭素を入れて，その上に遮蔽層の下に閉じ込

める．圧入井を今，二本掘っていて滝ノ上層と萌別層，観

測するための井を滝ノ上，萌別，CCS-1 と三つ掘っていま

す．今やっているのが，OBC というケーブルなのですが，

海底受信ケーブルを掘削し終わっています．OBS という地

震計も入れています．これが断面図なのですが，まっすぐ

から斜めに掘っています．二本入れて掘っています．結局，

ここが砂岩の遮蔽層で，ここで処理をして上で重しをかぶ

せる感じで，簡素ですが，これが断面図です．スケジュー

ルなのですが，これは去年から動き出しまして今年度は地

震計などを設置したところです．２７年までに設備をほぼ

完成させて，後半に試運転し，２８年には運転，圧入，観

測となります．その後は，平成３２年から実用化を目指す

スケジュールになっています．苫小牧で今，こういうこと

が行われています． 

最後に四つ目なのですが，当局の環境関連事業への取り

組みということでそのうちの一つ目，企業連携というのを

今，支援しております．この四つの会社さんの技術を取り

入れてやっております．今金町の今岡建機さん，新ひだか

町の静内衛生社さん，帯広のアクトさん，中標津のたすく

さん，この四つの企業の技術を組み合わせて，高効率，低

コスト，省スペースの排水ユニットを試作開発しておりま

す．道庁系の北海道中小企業総合支援センターさんから事

業費をいただいて動いておりまして，北海道大学，産業技

術総合研究所，道立総合研究所機構の指導を受けながら，

芦別にあります，ジンギスカンやしゃぶしゃぶのたれで有

名なソラチさん，ソラチ芦別工場の排水をお借りして，今

現地で実証実験を行っているところであります．次に海外

展開支援の説明ですが，今まさにうちの伊藤課長，担当係

長が同行して行っていますが，ベトナムで開催されていま

すベトウォーター２０１３という展示会に今出展しており

ます．道内の水処理企業１０社で投資ミッションを派遣中

です．向こうで展示会に行くだけでは無くて，一番初めに

政府関係機関に会い，向こうの環境関連業界，それから企

業さんと交流を図り，事業展開の可能性調査を行っており

ます．その足で１６から１８まで，今日が最終日なのです

が，ビジネスマッチングと展示会を今，鋭意やっていると

ころでございます．これの結果はまたのちほど，どこかで

ご報告いたします．ちなみにベトナムはどのような国かと

言うと，人口はだいだい８９００万．社会主義ですが親日

で，日本との関係は経済連携協定が２００９年に結ばれて，

今年の７月に二国間クレジット，後で説明しますが結んで

おります．ベトナムからの対日輸出は，去年一年間で１３

０億，輸入が１１６億ということで品目的には原油とか鋼

製品が輸出している国となっています．日本からは機械と

か，機械部品．パソコン，電子機器，鉄鋼が主な輸出品目

になっています．これが海外展開です．三つ目としまして，

個別企業の技術力強化の底上げということで，全部では無

いのですが私どもの課がサポートし，いろいろと行ってい

る事業の一覧でございます．一番上が，ものづくり補助金

というものなのですが，これ２４年度補正と書いています

が，今動いている事業でして，全国で一万社が採択になり，

北海道が１８８社採択になり，そのうち環境関連がこの７

つが採択されました．アクトさん，角川建設さん，寿産業

さん，静内衛生社さん，高橋組さん，十勝バイオ環境さん，

バイオマスソリューションズさん．その二つ目なんですが，

これは２４年から２６年まで三カ年事業なのですが，野村

興産でやっています戦略的基盤技術高度化支援事業，サポ

ートインダストリィというやつなのですが，これが今動い

ております．これは事業者さんが野村興産で，事業管理者

が北見工業技術センターさんが行っています．三つ目がグ

ローバル技術連携支援事業というもので，これも三カ年で

中標津のたすくさんとリードネットが行っている事業で，

これも後ほど詳しく説明いたします．それからその下，貿

易投資促進事業というのは，恵庭にあります近畿大学さん

のバイオコークス研究所，そちらでやっている研究を海外

に持って行って今やろうとしている事業で，これも後ほど

詳しく説明します．最後にヒューエンスさんの地球温暖化

対策技術普及等推進事業で，これは二国間クレジットにつ

ながってきますが，これは本年度採択されて今動き出した

ところでございます．具体的な話で行きますと，まずバイ

オコークスプロジェクトですが，バイオコークスとは，い

ろいろな木屑とかお茶殻とか籾殻とか植物由来の廃棄物を

原料にして，一定の圧力と温度で，炭化はしないが圧縮硬

化させてコークスのようになり発熱量があがるというもの

で，これは近畿大学さんとナニワ炉機さんがやっていまし

て，これは実はタイに持って行ってやる事業であります．

タイは籾殻がいっぱいあり，向こうに製造プラントを作っ

て，その籾殻でバイオコークスを作って向こうのキュポラ

に入れて，データーを取りながら，石炭コークスの代替実

証試験を今行おうとしております．たまたまなのですが，

タイと札幌が千歳空港で直行便が出来て，３０日にタイの

工業省の副事務次官一行が私どものもとにお見えになりま

して，これはちょうどよいということでバイオコークス研

究所を視察していただきました．最後になりますが，ヒュ

ーエンスさん．ヒューエンスさんの水処理事業の海外展開

事例なのですが，これは先ほどの二国間クレジットで，２

０１３年度から２０２０年度まで日本は京都議定書にはの

っかりませんと宣言しましたが，何もしないと叩かれます

ので，インドネシアやベトナム，東南アジアの八カ国と二

国間クレジットの協定を結びました．その協定を結んで実

際に向こうで二酸化炭素を減らし，効果がどれくらいあっ

て二国間で上手くいくことを全世界に説明するだけの実績

作りをやっている．そのための実は事業です．向こうに行

ってプラントを持ち込んで，二酸化炭素を減らす事業をや

っています．これがヒューエンスさんの事業です．で，い

ろいろ説明させていただきましたが，国の施策の中で環境

に対するものはストレートな物は一つもありません．皆さ

んにおかれましては環境に関してやりたい，何か補助金が

無いのかと調べてもほとんどヒットしません．私どもとし

てはいろいろな補助事業ありますが，皆さんが事業活動を

行いながら調べてもなかなか大変だと思います．一番手っ

取り早いのが，私どものもとに相談に来ていただくのが一

番良いです．国の施策以外に中小企業総合支援センターさ

んとか農水省さんとかいろいろな補助事業をありますので，

こちらの方でお調べいたしますので，是非早めにご相談い

ただければなと思います．ひとつ忘れていました，最後に

ものづくりの補助金の活用事例ですが，これは寿都町さん

が中心になって取り組んでいる磯焼け対策の流れのもので

す．ご存じの通り，北海道沿岸部は磯焼けが進んでおりま

して，寿都町さんが取り組んでいるのが製鋼スラグと堆肥

を混ぜて施肥ブロックを作って，藻場を再生しましょうと

いう事業でございます．これは北海道庁さんも施肥技術を

活用した藻場再生事業が有効なので平成２４年から三カ年

の調査費がついているものでして，その流れに乗ったもの

なのですが，それに使うためのブロックを撹拌して固める

機械を寿工業さんがものづくり補助金を活用して，今試

作・開発しているというもので，この間，寿工業さんから

写真が送られて，とりあえず作ってみましたというのが上

の施肥ブロックです．これが今動いている事業でございま

す．終わりに，先ほど申したとおりストレートなものは無

いのですが，いろいろな補助事業がありますので是非ご相

談いただきたいと思います．いろいろな企業さんから，ご

相談いただく時に必ず言われるのが，設備投資に対しての

補助事業がないかということですが，設備投資の関する補

助金は，私の知る限りでは二つしかなく，農水省さんでや

っている６次化の認定を取ったときに設備に対するお金が

出るのと，後，エネルギー使用合理化で先ほどの二酸化炭

素を減らすのもそうなのですが，高効率のボイラーを導入

するとか，その二つぐらいしか無いのでは無いかと思いま

す．いずれにしましても施策，税制，低利融資，補助金と

大きく助成には 3つあるのですが，使う際にも書類作りな

ど手間もありますので，今応募しているタイミングで書類

作るのは非常に大変だと思いますので，できるだけお知り

合いの役場，もしくは私どもの元に相談に来ていただけれ

ば，例えば来年に向けて今から用意してはいいのではとか

書類作りなどお手伝いできますので，できれば相談してい

ただければと思っています．役所に来れば情報があります

ので，皆さんよろしくお願いします．これで私の話を終わ

らせていただきます．ご静聴ありがとうございました． 
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